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別紙 1 

補助対象者及び対象経費等について（予定） 

 

１．補助対象者 

補助対象者は、社会課題・地域課題の解決を目的とし、市内において起業をする者（創

業 5 年未満の者も含む）※1又は市内に本社があり、経営者又は従業員が既存事業とは異

なった事業を行うため新たに起業をする者※2 とし、以下の要件をすべて満たすもので

あること。 

なお、起業形態は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、個人事業に限る。 

ア 法人の登記又は個人事業の開業を市内で行う者又は行っている者であること 

 イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当

しない者 

ウ 市町村税を滞納していないこと。 

 エ 那覇市暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団、同条第 2 号に規定する

暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。 

 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第 2 条に規定する営業を行っていないこと。 

 カ 事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降 5 年間、事業化状況

等についての報告書の提出義務に応じること。 

 

※1 当該補助金の公募開始日から補助事業の完了日までに、中小企業基本法（昭和

38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業者として、開業届若しくは

会社（株式会社、合同会社、合資会社、合名会社）を設立し、その代表者となる者

又は、その代表者となって 5 年未満の者をいう。 

 

※2 すでに事業を営んでいる個人事業主若しくは、法人の代表者や従業員が既存事

業とは異なった事業を行うために、当該補助金の公募開始日から補助業の完了日ま

でに、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企

業者として、開業届若しくは会社（株式会社、合同会社、合資会社、合名会社）を

設立し、その代表者となる者をいう。 

 

２．対象事業： 

補助対象事業は以下の要件をすべて満たすものであること。 

ア 那覇市の抱える地域課題、社会課題の解決を目指した事業であること。 

  イ 地域の課題に対し、課題解決に資するサービスの提供が十分ではなく、今後そ

の必要性が認められる事業であること。 
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 ウ 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が

可能であること。 

エ 市内を含む近隣地域で実施する事業であること。 

オ 公序良俗に反する事業でないこと。 

カ 公的な資金を使途として社会通念上、不適切と判断される事業（風俗系業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号）第 2 条にお

いて規定する風俗営業等）でないこと 

キ 本事業期間内に、同一の事業計画で国（独立行政法人を含む）又は県、他市町

村（本市を含む）から他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受ける

ことが決まっていないこと 

 ⅲ 補助率：補助対象経費の 3 分の 2 以内 

  ⅳ 補助上限額：100 万円以内 

 ⅴ 補助期間：交付決定日から令和 9 年 2 月 26 日まで 

 

３．補助対象経費 

補助対象となる経費は、交付対象事業に必要な経費であって次表に掲げる経費とする。 

なお、使用目的が本事業の遂行に必要であることが明確に特定できること、証憑資料

等によって支払金額が確認できるものであり、交付決定日以降の契約・発注により発生

した経費に限る。 

経費区分 対象経費 備考 

人件費 人件費 

※補助事業に直接従事する従

業員に対して支払う給与・賃金

に限る。ただし、代表者や役員

等の人件費を除く。 

交付決定日より前の契約であっ

ても、交付決定日以降に支払い

補助対象期間分の経費は対象。 

事業費 使用料及び賃借料・店舗等借料 

（事業を行うために必要な物

品等のリース・レンタル等に要

する経費。） 

※店舗・事務所の賃借契約に係

る保証金、敷金、仲介手数料等こ

れに類する経費を除く。 

備品費 

（消耗品（汎用性が高いものは

対象外）、印刷製本費等） 

 

原材料費 

※試供品、サンプル品の製作に

係る経費として明確に特定で

きるものに限る。 

※試供品やサンプル品等であっ

ても有償販売する可能性がある

ものは除く。 

委託費・外注費  
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（研究開発、市場調査等の外部

委託） 

役務費（通信運搬、広告宣伝料

等） 

 

旅費 

※補助事業に直接関連する会

議や商談、イベント等への参加

に関するものに限る。 

 

報償費（事業を行うために必要

な謝金） 

 

その他効果的に事業を執行す

るために必要な経費 

 

※千円未満の端数がある場合は、千円未満の額を切り捨てるものとする。 

 

※補助対象外経費 

（1）本補助金申請の提案にかかった経費 

（2）各種税金（収入印紙や消費税及び地方消費税含む）、各種保険料、振込手数料等の

各種手数料 

（3）飲食費、国外への交通費（国外での交通費含む）、国内における公共交通機関を利

用しない交通費（自家用車や社用車の使用は対象外） 

（4）水道光熱費、通信費（切手代、電話代、インターネット利用料金等（※宅配便代

は補助対象とする。））、燃料費 

（5）賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費（貸借する物件が

市外にある場合の賃借料・店舗等借料も対象外） 

（6）参考文献、図書、資料購入費 

（7）建屋、パソコン、（3D）プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入

や建設（※パソコンや（3D）プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事

前承認を得た上で、購入ではなく借損料（リース）で計上することが可能） 

（8）事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等（机、椅子、棚等

の什器、事務機器、文房具等の事務用品、名刺等） 

（9）販促用品（ペンやメモ帳、ステッカー、シール等）※成果物の紹介チラシ・パン

フレット等は補助対象とする。 

（10）実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文

書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費 

（11）令和 8 年 4 月 1 日以前に既に借用している機械機器等の賃借料 

（ただし、交付決定日以降に支払う補助対象期間分の経費は対象とする。） 

（12）補助事業に直接関係があると認められない経費 
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（例：タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等） 

（13）出張等の移動時間に対する人件費（実際に会議や展示会等に参加した実時間のみ

対象とする。） 

（14）物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行

われない場合 

（※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とす

る。） 

（15）他社発行の手形により支払われている経費 

（16）税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等

のために弁護士に支払う費用 

（17）プリペイドカード、商品券等の金券 

（18）借入金等の支払利息及び遅延損害金 

（19）その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難

な費用 

（20）転売目的やレンタルとして収益を得るための備品等の購入費 

（21）親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する

会社等の取引 

 

※こちらで示している補助対象経費は現時点の案であり、補助金の公募時点で一部変更

になる可能性がございます。 


